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要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
大
学
の
教
育
研
究
水
準
の
著
し
い
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
指
定
国
立
大

学
法
人
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
国
立
大
学
法
人
等
の
資
産
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
指
定
国
立
大
学
法
人
制
度
の
創
設

１

文
部
科
学
大
臣
は
、
申
請
の
あ
っ
た
国
立
大
学
法
人
の
う
ち
、
世
界
最
高
水
準
の
教
育
研
究
活
動
の
展
開
が
相
当
程
度

見
込
ま
れ
る
も
の
を
、
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
指
定
国
立
大
学
法
人
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
国
立
大
学
法
人
の
中
期
目
標
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
世
界
最
高

水
準
の
教
育
研
究
活
動
を
行
う
外
国
の
大
学
の
業
務
運
営
の
状
況
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３

指
定
国
立
大
学
法
人
に
つ
い
て
、
研
究
成
果
の
活
用
促
進
の
た
め
の
出
資
対
象
範
囲
の
拡
大
、
役
職
員
の
報
酬
、
給
与

等
の
基
準
の
設
定
に
お
け
る
国
際
的
に
卓
越
し
た
人
材
確
保
の
必
要
性
の
考
慮
等
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
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４

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
の
運
営
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
外
国
人
を
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
の
委
員
に
任

命
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
国
立
大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
資
産
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
の
措
置

１

国
立
大
学
法
人
等
は
、
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
対
価
を
教
育
研
究
水
準
の
一
層
の
向
上
を
図
る

た
め
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
所
有
す
る
土
地
等
で
あ
っ
て
、
業
務
の
た
め

に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
面
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

２

国
立
大
学
法
人
等
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
が
受
け
た
寄

附
金
を
原
資
と
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
該
当
す
る
余
裕
金
の
運
用
方
法
を
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
４
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。


